
・登録件数が定員に達した都道府県より順番に開始。

・システム設備、契約内容を説明。

・登録された方のみ説明会の日程を連絡させて頂き

＜設置までの流れ＞

・都道府県単位で契約を行います。

説明会

本契約

・契約数は１都道府県で1,000世帯分。

システム設置

＊当スケジュールは、変更することがあります。

・契約時にはシステム設置契約金が必要になります。

・契約数に達した時点で都道府県単位で締切ります。

ます。


